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第１７回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．日時   平成３０年１１月１２日（月）午前９時００分～午前９時４０分 

 

２．場所   遠賀町役場   車庫棟２階   第６会議室  

 

３．出席委員（８名）  

    議  長 １番   三原  高志  

    副議 長 ２番   安藤  敏生  

    委 員 ３番   瓜生  保司  

委 員 ４番   米田  かおる  

    委 員 ５番   矢野  英昭  

    委 員 ６番   芳村  正博  

委 員 ７番   松井   悟  

委   員  ８番   花川  健二  

 

４．１１月の農業相談委員           

２番   安藤  敏生  委員  

３番   瓜生  保司  委員   

 

５．議事日程  

（１）付議案件  

①  農地法第５条の規定による許可申請について  

(●●●●） 

②  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●土地開発公社  理事長  ●●●●） 

 

③  荒廃農地に係る非農地判断について  

 

（２）報告案件  

         ①  農地利用状況調査結果について  

         ②  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

                  

       （３）その他の案件  
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①  農業会議北九州支部研修の開催について   

 

６．農業委員会事務局職員  

       事務局長      大場  繁雄  

      事務局職員    安部  真介  

      事務局職員    高島  健次  

 

 

開  会     ９時   ００分  

 

 

議長     皆さん。おはようございます。  

 

議長     本日の出席委員は、農業委員８名中８名の出席となっており  

ます。農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。 

よって、ただ今より第１７回遠賀町農業委員会総会を開会いた  

します。  

 

議長     それでは次第の２、本日の農業相談員は２番安藤敏生委員、３  

番瓜生保司委員が農業相談の当番ですが、相談の予約はありま  

せん。  

 

議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は、農  

地法第５条申請関係２件、荒廃農地の非農地判断関係１件とな

っています。ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

議長      なお本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の安部を指名

します。  

 

議長      では、これより現地調査を伴う案件について事務局より説明

をお願いします。  

 

事務局     はい。それでは議案書の１ページをお開きください。  

付議案件①農地法第５条の規定による許可申請についてでご

ざいます。  

譲受人が鬼津にお住まいの●●●●氏、譲渡人が北九州市八幡
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西区にお住まいの●●●●氏で、申請地が３ページの字図にあ

りますように、松の本三丁目９０７番、地目が田、面積が９６

６㎡です。農地区域が農業振興地域外、土地の用途区分が第一

種低層住居専用地域の第３種農地となっております。申請目的

はご自身が理事長を務める●●●●幼稚園への貸駐車場です。

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障についても、生産組合長さんより無条件承諾を

いただいております。４ページが現況平面図、５ページが土地

利用計画図、６ページが縦横断図、７ページが事業計画書、８

ページが被害防除計画書で、排水は雨水のみで水路放流および

自然流下となっております。９ページが関係者説明に関する調

査票となっております。  

 

続きまして１０ページをご覧ください。付議案件②農地法第

５条の規定による許可申請についてでございます。譲受人が

●●●土地開発公社  理事長  ●●●●氏、譲渡人が別府に

お住まいの●●●●●氏  他１名で、申請地が１２ページの

字図にありますように大字別府字門前２８２５番７  他２筆、

地目が田、合計面積が８９６㎡です。農地区域が農業振興地

域外、土地の用途区分が第一種低層住居専用地域の第３種農

地となっております。申請の目的は道路建設です。遠賀町の

計画道路の建設になります。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障についても生産組合長さんより無条件承諾を

いただいております。１３ページが現況平面図兼土地利用計

画図、１４ページが標準断面図、１５ページが事業計画書、

１６ページが被害防除計画書で、排水は雨水のみで水路放流

となっています。１７ページが関係者説明に関する調査票と

なっております。  

 

以上が現地調査を伴う案件であります。  

 

議長     それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩し

ます。  
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休  憩    ９時   ３分  

 

－   現地調査後   －  

 

再  開    ９時   ２５分  

 

 

議長     再開します。  

       それでは、付議案件①を議題に供します。  

まずは、地区担当の矢野英昭委員からご報告をお願いします。 

 

地元委員    先月農地転用の許可申請がございました、幼稚園の駐車場に

（５番）   するということですので、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議長     ありがとうございました。  

    それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件①農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長      賛成７名で付議案件①は承認されました。  

 

議長      次に、付議案件②を議題に供します。まずは、地区担当の花

川健二委員からご報告をお願いします。  

 

地元委員     問題はないと思われますので、よろしくお願いいたします。  

（８番）  

 

議長      ありがとうございました。  

     それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  
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【ありません。】の声  

 

議長      無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件②農地法第５条の規定による許可申請について、原

案のとおり承認される委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長      賛成７名で付議案件②は承認されました。  

 

議長      次に、付議案件③について、事務局より説明をお願いします。  

 

事務局     はい、それでは議案書の１８ページをお開きください。付議

案件③荒廃農地に係る非農地判断についてでございます。  

       １９、２０ページにリストがございますが、尾崎地区の対象

農地３２筆、１０ ,２９３㎡について地元生産組合長、担当委

員、事務局で、１０月２５日に現地調査を実施しまして、う

ち５筆１ ,８２２㎡について非農地に該当するということで

議案としております。以上です。  

 

議長       ありがとうございました。  

それでは本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長      無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件③荒廃農地に係る非農地判断について、原案のとお

り承認される委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長      賛成７名で付議案件③は承認されました。  

       

議長      それでは、報告案件①について、事務局より説明をお願いし

ます。  

 



6 

 

事務局     はい、それでは別紙で送付しておりましたＡ３サイズのリス

トをご覧ください。報告案件①農地利用状況調査結果につい

てでございます。７月の農業委員会総会で依頼し、９月まで

にご提出いただきました今年度の利用状況調査においてご指

摘のありました農地についてでございます。委員さんの指摘

のあった農地について、事務局においても１１月１日に現地

を確認してまいりました。その結果、事務局としての判定を

し、委員さんと異なる結果となったものについて事務局の撮

影した写真・航空写真を見ていただき確認していただいてお

ります。差支えなければ事務局判定を最終判定とし、今年度

の農地利用状況調査結果ということで取りまとめまして、こ

こで黄色判定となった農地については今月中に利用意向調査

書を発送し、赤色と判定されました農地については次年度以

降からになるとは思いますが、非農地判断の対象農地として

取り扱っていきます。以上です。  

 

議長      ありがとうございます。  

     本件について、質疑、意見がございますか。  

 

【ありません。】の声  

 

無いようですので、それでは、報告案件②について事務局よ

り説明をお願いします。  

 

事務局     はい、それでは議案書の２１ページをお開きください。報告

案件②農地法第１８条第６項の規定による通知についてでご

ざいます。利用権の合意解約ですが、２０筆１７ ,０９３㎡に

ついて合意解約が出てきております。以上です。  

 

議長      ありがとうございます。本件について質疑、意見がございま

すか。  

 

【ありません。】の声  

        

それでは、その他の案件について事務局より説明をお願いし

ます。  
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事務局     その他の案件について説明  

 

議長      それではその他皆さんの方からございませんでしょうか。  

                   

【ありません。】の声  

 

議長      ないようでございますので、以上をもって、第１ 7 回遠賀町

農業委員会総会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

閉  会   ９時  ４０分  

 

  


